
定期建物賃貸借契約書（案） 

 

廿日市市を貸付人とし、○○○○を借受人として、貸付人と借受人は、借地借家法（平

成３年法律第９０号）第３８条に定める契約更新のない定期建物賃貸借契約を次のとおり

締結した。 
（契約の目的） 

第１条　貸付人は、その所有する次の建物（以下「貸付物件」という。）を賃貸し、借受人

はこれを賃借することを約した。 

２ 前項建物の敷地の内、消防救急デジタル無線設備の佐伯中継局（以下「佐伯中継局」と

いう。）及びその進入路については使用できないものとする（別紙図面のとおり）。ただし、

通行のために通過することを妨げるものではない。 

（使用の目的） 
第２条　借受人は、貸付物件を○○の用に供する建物として使用するものとする。 
（貸付期間） 

第３条　貸付物件の貸付期間は、令和８年９月１日から令和１９年３月３１日までとする。 

２　この契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はないものとする。 

３　借受人に貸付物件及びその敷地を買い取る意思がある場合は、貸付期間満了の１年前

から満了日までの間、借受人の申出により貸付人及び借受人で協議できるものとするが、

売払い手続きについては地方自治法等関係法令の定めるところによる。 

（契約保証金） 
第４条　借受人は、第５条第１項に規定する貸付料の１００分の１０以上の額の契約保証

金を貸付人に支払うものとする。 
２　貸付人は、借受人が貸付人に納付した入札保証金を契約保証金に充当する。 
３　前項の規定による充当額が契約保証金の全額に満たない場合は、借受人は、令和８年

８月３１日までに差額を貸付人に支払うものとする。 

（貸付料の額） 
第５条　貸付料は、年額○,○○○,○○○円（消費税及び地方消費税の額を含む。）とする。 

２　前項にかかわらず、令和８年度の貸付料は○,○○○,○○○円（消費税及び地方消費税

の額を含む。）とする。 

 

建 
 

物

所 在 地
（住居表示）廿日市市津田１１４７番地１０

 （地 番）廿日市市津田字江尻１１４７番１０及び１１５４番３

 
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根２階建

 種 類 事務所・車庫 新築年月 　平成元年１０月

 
床 面 積

１階　３１６．１１㎡ 
２階　１１２．５０㎡

 賃 貸 方 法 借地借家法（平成３年法律第９０号）第３８条に規定する定期建物賃貸借契約

 

附 属 施 設

・減菌室（木造平家建）　約１０㎡ 
・倉庫・ゴミ置場（木・鉄骨造平家建）　約２４㎡ 
・自転車置場（軽量鉄骨造平家建）　約３㎡ 
・倉庫（鋼板造平家建）　約９㎡



３　貸付期間の中途において、消費税及び地方消費税の税率が改正された場合は、貸付料

に含まれる消費税及び地方消費税の額は、改正後の税率により計算するものとする。 

（貸付料の納入） 
第６条　借受人は、前条の規定による貸付料を、毎年、貸付人の発行する納入通知書によ

り貸付人に支払う。なお、振込手数料は、借受人の負担とする。 
２　前項の支払いは、当該年度の４月３０日までに行う。この場合において、納入期限が

休日（日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する休日をいう。以下同じ。）に当たるときは、納入期限直後の休日でない日を納入期

限とする。 
３　前項の規定にかかわらず、令和８年度の貸付料については、令和８年８月３１日まで

に、第１項と同様の方法により支払う。 
４　貸付人は、借受人が前２項に定める義務を履行したときは、契約保証金を貸付料に充

当するものとする。ただし、契約保証金には利息を付けないものとする。 
（貸付料の改定） 

第７条　貸付人及び借受人は、経済事情の変動等により特に必要があると認めるときは、

第５条第１項の規定にかかわらず、両者協議の上貸付料の改定をすることができる。 
（延滞金） 

第８条　借受人は、貸付料の支払いその他の債務を期限までに履行しないときは、それぞ

れの履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、貸付料１００円につき年８．２５％

の割合で計算した額の遅延利息を貸付人に対し支払う。 

（契約不適合責任） 
第９条　借受人は、この契約の締結後、貸付物件について種類、品質又は数量に関してこ

の契約の内容に適合しないものであるときでも貸付料の減免、若しくは損害賠償等の請

求又は契約の解除をすることはできないものとする。ただし、借受人が消費者契約法（平

成１２年法律第６１号）に規定する消費者である場合にあっては、不適合を知った日か

ら１年間は、この限りではない。 
（使用上の制限等） 

第１０条　借受人は、貸付人の承認を得ないで、貸付に基づく権利の全部又は一部を第三

者に譲渡し、転貸し、質入れ若しくは担保に供し、又は営業の委託若しくは名義貸し等

をすることはできないものとする。 

２　借受人は、貸付人の承認を得ないで、建物の内外の模様替え、改修等により現状変更

することはできないものとする。（軽微な変更を除く。） 

３　借受人は、貸付物件に現状で備え付けられている設備等については、そのまま使用で

きるものとする。なお、維持管理及び使用に関し発生する費用は、すべて借受人の負担

となるほか、貸付人においては、これらの設備等の更新及び撤去を行わないものとする。

設備等を処分する場合は、貸付人の承認を得たうえで、借受人の負担のもとで行うもの

とする。 

４　貸付物件内の事故については、貸付人は一切の責任を負わないものとする。 

５　貸付物件は、現状での貸し付けとし、必要となる内装及び設備等の工事の費用は、借

受人の負担とする。なお、工事を実施する場合は、事前に貸付人と協議し、承認を得て、

設計・施工を行うこととする。 



６　貸付物件について、将来にわたり、必要となる内装及び設備等の工事の費用は、借受

人の負担とする。なお、この場合においても、事前に貸付人と協議し、承認を得て、設

計・施工を行うこととする。 

７　貸付物件を使用したことにより発生した第三者との紛争等については、借受人の責任

と負担において解決しなければならない。 

（滅失又は損傷の届出等） 

第１１条　借受人は、貸付物件が滅失又は損傷したときは、直ちに貸付人にその状況を届

け出なければならない。 

２　借受人が、故意又は過失によって貸付物件を滅失又は損傷したときは、直ちにこれを

原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。 

（物件保全義務等） 

第１２条　借受人は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなけ

ればならない。 

２　前項の維持保全に要する費用は、借受人の負担とする。 

３　借受人は、管理上の過失により第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負う

ものとし、貸付人が借受人に代わって賠償の責を果たした場合には、借受人に求償する

ことができる。 

（費用の負担区分） 

第１３条　借受人は、次に掲げる費用を負担しなければならない。 

（１）貸付物件の修繕に要する費用（建物の構造の保全及び大規模修繕（外壁改修など）

に係る修繕を除く。） 

（２）電気、ガス、水道その他の使用料及びその設備の維持管理に要する費用（佐伯中継

局への電気供給に係る設備及び光回線の定期点検、臨時点検並びに第一号に要する費用

を除く。） 

（３）塵芥、汚物その他の処理に要する費用 

（４）工作物等の設置及び設置後の維持管理に要する費用（清掃の費用及び電球等の消耗

品の交換工事の費用、敷地内の草刈りの費用、天井・壁・床の補修塗替え、その他軽

微な修繕に係る費用を含む。） 

（５）既存設備等の使用及び維持管理に要する費用並びにその処分に要する費用 

（６）火災保険料、清掃に要する費用など財産の維持管理に要する費用 

（７）借受人の用途により消防法上必要となる消防用設備等の設置に要する費用及び当該

設備を含む消防用設備等の点検に要する費用 

（８）その他、貸付人が前各号に掲げるものに準ずると認めた費用 

２　佐伯中継局への電気供給に係る設備及び光回線の定期点検、臨時点検並びに修繕費用

は貸付人が負担する（借受人の故意又は過失によりこれらを故障させた場合はこの限りで

はない。）。 

（住所等の変更の届出） 

第１４条　借受人は、その住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を貸付人に届け

出なければならない。 

（実地調査等） 

第１５条　貸付人は、貸付物件の維持保全のため必要があると認めたときは、貸付物件に



ついて随時に実地調査をし、又は参考となるべき資料の報告を求め、貸付物件の維持保

全に関し借受人に指示することができる。この場合、借受人は、正当な理由なくその調

査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。 

２　佐伯中継局への電気供給に係る設備及び光回線の定期点検、臨時点検並びに修繕にか

かる市職員又は市が発注した業者の貸付物件への立ち入りは、原則として、市と借受人

が協議して期間を決定するものとする。 

３　前項の規定にかかわらず、緊急性を伴う場合は、事前の連絡なく立ち入りを行うこと

について、借受人は合意するものとする。 

４　前項の規定による立ち入りにおいて、借受人が不在であった場合は、立ち入りを行っ

た旨を速やかに借受人に通知しなければならない。 

５　貸付人が貸付物件の修繕（第１３条第２項に規定する佐伯中継局への電気供給に係る

設備及び光回線の修繕を含む。）を行う場合、借受人は、工事の実施に必要な範囲で貸付

人又は貸付人が発注した業者に協力しなければならない。 

６　貸付人は、第１項に規定する実地調査又は第２項及び第３項に規定する立ち入りによ

り、借受人の財産に損害を与えた場合は、金銭により補償するものとする。 

（契約の解除） 

第１６条　貸付人は、次の各号の一に該当するときは、この契約を直ちに解除することが

できる。 

（１）貸付人において、貸付物件を公用又は公共用に供するために必要となったとき。 

（２）借受人が貸付料を滞納したとき。 

（３）借受人による貸付物件の使用が、貸付物件の貸付先募集に当たり策定された募集要

項の貸付条件等に反していることが明らかになったとき。 

（４）借受人が次に掲げるいずれかに該当するとき、又は貸付物件を暴力団（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。）が使用していることが判明したとき。 

ア　借受人の役員等（支配人及び支店又は営業所の代表者並びに非常勤の者を含む。

以下同じ。）が暴力団員であると認められるとき。 

イ　暴力団又は暴力団員が借受人の経営に実質的に関与していると認められるとき。 

ウ　借受人の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目

的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

エ　借受人の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供

与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与してい

ると認められるとき。 

オ　ウ及びエに掲げる場合のほか、借受人の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ　この契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当な介入を受けたにもか

かわらず、遅滞なくその旨を貸付人に報告せず、又は警察に届けなかったとき。 

（５）その他借受人がこの契約に定める義務を履行しないとき。 

２　貸付人は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、借受人が損失を受け

ることがあっても、その損失を補償しない。 



（貸付物件の返還） 

第１７条　第３条第１項に規定する貸付期間が満了したとき、又は前条第１項の規定によ

りこの契約を解除したときは、直ちに借受人の責任と負担により貸付物件を原状に回復

し、貸付人の指定する日までに返還しなければならない。ただし、貸付人が特別の事情

があると認めるときは、この限りではない。 

２　借受人が前項の規定による原状回復を貸付人の指定する日までに履行しないときは、

貸付人が代わってこれを行い、その費用は借受人が負担しなければならない。 

（通知期間） 

第１８条　貸付人は、第３条第１項に規定する貸付期間が満了する日の１年前から６か月

前までの間（以下「通知期間」という。）に、借受人に対し、貸付期間の満了により賃貸

借が終了する旨を書面によって通知する。 

２　貸付人は、前項の通知をしなければ、借受人に対し、貸付期間の満了による賃貸借の

終了を対抗することができない。ただし、貸付人が通知期間の経過後に、借受人に対し、

貸付期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした場合は、その通知の日から６か

月を経過した日に賃貸借契約は終了する。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１９条　借受人は、第３条第１項に規定する貸付期間が満了したとき、又は第１６条第

１項の規定によりこの契約を解除された場合において、貸付物件に投じた改良費、補修

費等の有益費その他の費用があっても、これを貸付人に請求することができない。 

（契約の費用の負担） 

第２０条　この契約の締結に要する費用は、借受人の負担とする。 

（信義誠実等の義務・疑義の決定） 

第２１条　貸付人及び借受人は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならな

い。 

２　借受人は、貸付物件が市有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意し

なければならない。 

３　この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要があ

る場合は、法令に定めるところによるほか、貸付人及び借受人が協議して定めるものと

する。 
（合意管轄） 

第２２条　この契約に関する一切の紛争（裁判所の調停手続きを含む。）は、広島地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。 



 

上記契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自その１通

を保有する。 

 

令和　　年　　月　　日 

 

貸付人　廿日市市 

 

廿日市市長　松　本　太　郎 

 

借受人　住　所 

 

氏　名


